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北九州市告示第１５号 

  瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第８条第１項の

規定による特定施設の構造等の変更許可申請があったので、同条第３項におい

て準用する同法第５条第４項の規定により、その概要を告示し、同条第３項に

規定する事前評価に関する事項を記載した書面を次のとおり公衆の縦覧に供す

る。 

 なお、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日

までに、北九州市長に、事前評価に関する事項についての意見書を提出するこ

とができる。

  令和４年１月１７日 

北九州市長 北 橋 健 治

１  申請の概要

（１） 申請者

      北九州市八幡西区黒崎城石１番１号 

三菱ケミカル株式会社福岡事業所 

経営執行職事業所長 溝田浩敏 

（２） 工場又は事業場の所在地及び名称

      北九州市八幡西区黒崎城石１番１号

三菱ケミカル株式会社福岡事業所

（３） 変更される特定施設に関する事項 

ア 種類、名称及び能力

イ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の１日当たりの量 

及び汚染状態 

項目 変更前 変更後

汚水等の量

（ｍ３／日）

通常 １０，５４０

最大 １２，３００

通常 １０，４００

最大 １２，５３４

変更前 変更後 

種類 ７４号 排水処理施設 同左 

名称 排水処理設備ＡＳＡ２ 同左 

能力 

中和設備    １４，０００ｍ３／日

第一凝集沈殿槽 １４，０００ｍ３／日

第二凝集沈殿槽 １８，５００ｍ３／日

同左 
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水素イオン濃度 ６～９ 同左 

化学的酸素要求量

（ｍｇ／ℓ ）

通常   １７０ 

最大   ２３０ 

通常   １７１ 

最大   ２３０ 

浮遊物質量

（ｍｇ／ℓ ）

通常    ６３ 

最大    ８６ 

通常    ６２ 

最大    ８６ 

ノルマルヘキサン

抽出物質含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常     － 

最大     ４ 同左 

フェノール類含有

量（ｍｇ／ℓ ） 

通常     － 

最大     ９ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常   １６６ 

最大   ２５４ 

通常   １６２ 

最大   ２５４ 

燐
りん

含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常   ９．３ 

最大    ３８ 

通常   ９．１ 

最大    ３８ 

ふっ素及びその化

合物（ｍｇ／ℓ ） 

通常     １ 

最大     ６ 
同左 

（４） 排出水に関する事項

ア 排水口名 Ｎｏ．５排水口

イ 排水量及び汚染の状態

変更前 変更後 

排出水の量

（ｍ３／日）

通常 ５９，０６３ 

最大 ８１，３２７ 

通常 ５８，６１３ 

最大 ７８，９９１ 

水素イオン濃度 ５～９ 同左 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常  ３９ 

最大  ４５ 

通常  ４０ 

最大  ４５ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常  ３０ 

最大  ４０ 
同左 

ノルマルヘキサン抽出

物質含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常   － 

最大   １ 同左 
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フェノール類含有量

（ｍｇ／ℓ ） 

通常   － 

最大   １ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常  ６０ 

最大 １２０ 
同左 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常   ２．５ 

最大   ９ 

通常   ２．６ 

最大   ９ 

ふっ素及びその化合物

（ｍｇ／ℓ ） 

通常   ６ 

最大   ６．７ 
同左 

２ 縦覧の期間及び場所 

（１） 期間 

   令和４年１月１７日から同年２月７日までの毎日午前８時３０分から午

後５時１５分まで

   （２） 場所 

     北九州市小倉北区城内１番１号

    北九州市環境局環境監視部環境監視課

３  意見書の提出要領

  事前評価に関する事項についての意見をできるだけ具体的に記載した文書

を、令和４年２月７日までに前項第２号の場所に到着するように提出するこ

と。 
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北九州市告示第１６号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第５３条第１項

の規定により、居宅サービス事業者及び介護予防サービス事業者を指定したの

で、同法第７８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により、次のとお

り告示する。 

  令和４年１月１７日 

北九州市長 北 橋 健 治 

1 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０７０

４０５９

８２ 

ヘルパーステー

ションはなプラ

ス 

北九州市小倉北

区三郎丸三丁目

１１番１６号 

合同会社大嗣 令和４年１

月１日 

４０７０

４０５９

９０ 

訪問介護ステー

ジョン 志（こ

ころ） 

北九州市小倉北

区馬借一丁目３

番２０号 

株式会社ＭＳ

Ｎ 

令和４年１

月１日 

４０７０

４０６０

０６ 

ケアステーショ

ンことぶき 

北九州市小倉北

区古船場町７番

８－２０９号 

株式会社Ｄｅ

ｓｔｉｎｙ 

令和４年１

月１日 

２ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０６６

６９０８

５２ 

リーベ訪問看護

ステーション 

北九州市八幡西

区夕原町３番３

号 

株式会社碧栄 令和４年１

月１日 

４０６７

７９１０

０６ 

ことぶき訪問看

護ステーション 

北九州市小倉北

区古船場町７番 

８－２０９号 

株式会社Ｄｅ

ｓｔｉｎｙ 

令和４年１

月１日 

４０６７

７９１０

１４ 

訪問看護ナース

ケア２２２ 

北九州市小倉北

区三郎丸三丁目

５番１－６０６

号 

東和ビルド株

式会社 

令和４年１

月１日 

３ 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０７０

４０５９

６６ 

健匠株式会社 北九州市小倉北

区宇佐町二丁目

６番９－Ａ３号

健匠株式会社 令和４年１

月１日 

４ 特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日
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４０７０

４０５９

７４ 

健匠株式会社 北九州市小倉北

区宇佐町二丁目

６番９－Ａ３号 

健匠株式会社 令和４年１

月１日 
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北九州市告示第１７号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第７５条第２

項、第８２条第２項及び第１１５条の５第２項の規定に基づき、指定居宅サー

ビス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者から廃

止の届出があったので、法第７８条第２号、第８５条第２号及び第１１５条の

１０第２号の規定により、次のとおり告示する。 

  令和４年１月１７日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０７０

７０８０

１３ 

ヘルパーステー

ション山桃 

北九州市八幡西

区高江二丁目３

番５号 

株式会社リー

ベ介護サービ

ス 

令和３年１ 

２月３１日 

２ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０６７

７９０４

１２ 

ＳＳＩ訪問看護

ステーション 

北九州市小倉北

区黒住町４番１

４号 

株式会社ＳＳ

Ｉ 

令和３年１ 

２月３１日 

３ 通所介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０７０

７０３４

４４ 

産業医科大学介

護施設「虹の丘

」デイサービス 

北九州市八幡西

区光貞台三丁目

１３番１０号 

学校法人産業

医科大学 

令和３年１ 

２月３１日 

４ 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０７０

７０６７

１０ 

株式会社ハイラ

イフ 福祉事業

センター 

北九州市八幡西

区茶屋の原二丁

目５番２０号 

株式会社ハイ

ライフ 

令和３年１ 

２月３１日 

５ 特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０７０

７０６７

２８ 

株式会社ハイラ

イフ 福祉事業

センター 

北九州市八幡西

区茶屋の原二丁

目５番２０号 

株式会社ハイ

ライフ 

令和３年１ 

２月３１日 

６ 居宅介護支援 

事業所番 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日
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号     

４０７０

７０３４

１０ 

産業医科大学介

護施設「虹の丘

」ケアプランセ

ンター 

北九州市八幡西

区光貞台三丁目

１３番１０号 

学校法人産業

医科大学 

令和３年１ 

２月３１日 
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北九州市公告第２４号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という。）第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の

規定により次のとおり公告する。 

令和４年１月１７日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 特定役務の名称及び数量 

総合財務会計システムの借入れ及び保守 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

北九州市会計室 

北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 契約の相手方を決定した日 

  令和３年１２月２８日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

  三菱ＨＣキャピタル株式会社九州法人支店 

 福岡市博多区店屋町１番３５号 

５ 契約金額 

  ３，０４７万３，５３３円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  政令第１１条第１項第２号に該当するため
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北九州市公告第２５号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和４年１月１７日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 委託内容 

 （１） 業務名 令和４年度領収済通知書保管集配業務 

 （２） 履行の内容等 仕様書等で定めるとおり 

 （３） 履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 （４） 履行場所 仕様書等で定めるとおり 

 （５） 入札方法  

ア 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 

当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に 

    １円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

   ）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係 

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

  イ 電送及び郵送による入札は、認めない。 

  ウ 開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再 

   度入札を行う。 

  エ 入札執行回数は、２回を限度とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

  。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  に記載されていること。 

 （３） 入札を行おうとする委託契約と類似する業務について、この公告の 

日前２年間に、国、地方公共団体等の官公署から受託した実績があること

。 

 （４） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札の手続等 
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 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市会計室 

  イ 日時 この公告の日から令和４年１月２７日まで（日曜日及び土曜日 

   を除く。以下「日曜日等」という。）の毎日午前９時から午前１１時３

０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで 

（２） 入札関係資料の交付方法 前号の場所及び日時において無償で交付 

する。 

（３） 入札説明会の場所及び日時 入札説明会は行わない。 

 （４） 入札に参加するための要件等 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、所定の期日までに競争参加 

   申出書を提出しなければならない。 

  イ 競争参加申出書の提出は、所定の様式を持参又は郵送することにより 

行わなければならない。 

 （５） 競争参加申出書を提出する場所及び期間 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市会計室 

  イ 期間 

   （ア） 持参の場合 

 この公告の日から令和４年１月２７日まで（日曜日等を除く。）の 

毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

（イ） 郵送の場合 

書留郵便で令和４年１月２７日午後５時までに必着のこと。 

 （６） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市役所本庁舎地下２階第２入札室 

  イ 日時 令和４年２月３日午後２時 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 
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   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申出書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

  エ その他入札の条件に違反した入札 

 （４） 落札者の決定方法 

   契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。また、所定の回

数で落札者がいないときは、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８

号の規定により随意契約に移行する。 

 （５） この契約は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３ 

  の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年

度以降において歳出予算の当該金額について減額又は削減があった場合、

発注者は、この契約を変更し、または解除することができる。     

 （６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

  地等 

   北九州市会計室 

   〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２５１４ 

   ＦＡＸ ０９３－５８１－２４９０ 
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